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農村下水道地域で生ごみ処理にお困りの方へ農村下水道地域で生ごみ処理にお困りの方へ

ディスポーザ設置補助金制度ディスポーザ設置補助金制度ののご案内ご案内

◆問い合わせ先　上下水道課　下水道担当　☎ 0748-52-6579

　町では、農業集落排水事業の普及促進および生ごみ
の処理による衛生環境の改善を図るため、住宅用ディ
スポーザの設置に対する補助制度を実施しています。
　快適な生活環境づくりのためにも、この機会にぜひ
ディスポーザの設置をご検討ください。
■ディスポーザって何？
　台所の流しの排水口に設置する生ごみ処理機のこ
とです。生ごみを水と共に粉砕し、下水道に排水する
ことができます。
　残飯や野菜くず、魚の骨といった生ごみをすばやく
粉砕処理できるため、流しの不快な臭いやヌメリを防
ぎ、台所をいつも清潔に保つことができます。ハエや
ゴキブリの発生も防ぐことができ、衛生的です。
　また、家庭から出る生ごみが減ることでごみ減量に
もつながります。

■対象地域
　�農村下水道地域（東桜谷・西桜谷・鎌掛・南比都佐地
区・蔵王）
　※�上記のうち、公共下水道地域の野出・蓮花寺・曙
は補助対象外となります。

■補助対象
　�住宅用としてディスポーザを新規に設置する場合
の費用
　※1戸につき1基を限度とします。
■補助金額
　設置費用の1/2以内の額　　上限：５0,000円
■注意事項
　※�設置工事は日野町内の下水道排水設備指定工事
店に限ります。

　※補助金申請は必ず着工前にお願いします。

耐震診断員派遣事業と 
ブロック塀等解体補助金のお知らせ

　町では、地震災害等による住宅被害を最小限にし、住宅倒壊から命を守るために無料で専門家による住
宅の耐震診断を行っています。また、ブロック塀等が倒壊すると死傷者が出るばかりでなく、地震後の避
難や救助・消火活動に支障が生じるため、ブロック塀等の解体に対しても補助を行っています。

※予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、お早めにお申し込みください。　

◆問い合わせ先　建設計画課　都市計画担当　☎ 0748-52-6567

～耐震診断員派遣事業～
【対象住宅】
　町内に存する木造住宅で以下の全
ての要件にあてはまるもの
◦�旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前）の木

もく

造
ぞう

軸
じく

組
ぐみ

工
こう

法
ほう

で建築された
もの
◦�延床面積の半分以上の部分が住宅
として使われているもの
◦�階数が2階以下でかつ延床面積が
300㎡（約90坪）以
下のもの

～ブロック塀等解体補助～
【補助対象工事】
◦道路に面するブロック塀等の高さを60cm未満にする解体工事

【補助金額】
◦�ブロック塀等の壁面面積に3,000円／㎡を乗
じた額または対象の解体費用に23%を乗じた
額のいずれか低い額（※上限10万円）
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